
山
梨
県
森
林
土
木
事
業
補
助
金
交
付
要
綱

山
梨
県
森
林
土
木
事
業
補
助
金
交
付
要
綱

山
梨
県
森
林
土
木
事
業
補
助
金
交
付
要
綱

山
梨
県
森
林
土
木
事
業
補
助
金
交
付
要
綱

（（（（
平
成
二
十
三
年
度
改
正

平
成
二
十
三
年
度
改
正

平
成
二
十
三
年
度
改
正

平
成
二
十
三
年
度
改
正
））））

山
梨
県
森
林
環
境
部
治
山
林
道
課

山
梨
県
森
林
環
境
部
治
山
林
道
課

山
梨
県
森
林
環
境
部
治
山
林
道
課

山
梨
県
森
林
環
境
部
治
山
林
道
課





山
梨
県
森
林
土
木
事
業
補
助
金
交
付
要
綱

山
梨
県
森
林
土
木
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
趣

旨
）

第
一
条

知
事
は
、
林
業
生
産
の
基
盤
整
備
及
び
県
土
の
保
全
を
図
る
た
め
、
市
町
村
又
は
森
林
組
合
等
（
以
下
「
市
町
村
等
」
と
い
う

）
が
行
う
森

。

林
土
木
事
業
に
要
す
る
経
費
に
対
し
、
予
算
の
範
囲
内
で
、
補
助
金
を
交
付
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
交
付
に
関
し
て
は
、
山
梨
県
補
助
金
等
交
付
規
則

（
昭
和
三
十
八
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
五
号
・
以
下
「
規
則
」
と
い
う

）
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
要
綱
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

。

（
補
助
金
の
交
付
の
対
象
及
び
補
助
率
）

第
二
条

補
助
金
の
交
付
の
対
象
と
な
る
森
林
土
木
事
業
の
範
囲
及
び
補
助
率
は
別
表
一
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

（
事
業
概
要
の
承
認
）

第
三
条

こ
の
要
綱
の
適
用
を
受
け
て
森
林
土
木
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
市
町
村
等
は
、
あ
ら
か
じ
め
事
業
概
要
承
認
申
請
書
（
第
一
号
様
式
、

林
道
改
良
事
業
に
あ
っ
て
は
第
二
号
様
式
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

知
事
は
、
前
項
の
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
内
容
を
審
査
の
う
え
、
そ
の
適
否
を
当
該
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
補
助
金
の
交
付
の
申
請
）

第
四
条

前
条
２
項
の
規
定
に
よ
り
承
認
を
受
け
た
市
町
村
等
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
補
助
金
交
付
申
請
書
（
第
三
号
様
式
）
を
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
補
助
金
の
交
付
の
条
件
）

第
五
条

規
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
補
助
金
交
付
の
条
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。



一
、
補
助
事
業
の
経
費
の
配
分
又
は
、
補
助
事
業
の
内
容
に
つ
い
て
別
表
三
に
掲
げ
る
重
要
な
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
変
更
承
認
申
請
書

（
第
四
号
様
式
）
を
知
事
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
。

二
、
補
助
事
業
に
よ
り
取
得
し
た
施
設
に
つ
い
て
は
、
善
良
な
る
維
持
管
理
に
あ
た
る
と
と
も
に
、
そ
の
現
況
を
あ
き
ら
か
に
し
た
林
道
台
帳
（
第

五
号
様
式
）
又
は
治
山
台
帳
（
第
六
号
様
式
）
を
整
備
し
て
お
く
こ
と
。

三
、
補
助
事
業
に
よ
り
取
得
し
た
施
設
の
用
途
又
は
形
式
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
用
途
（
形
状
）
変
更
承
認
申
請
書
（
第
七

号
様
式
）
に
よ
り
、
知
事
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
。

四
、
補
助
事
業
に
係
る
書
類
及
び
帳
簿
を
整
備
し
、
当
該
事
業
の
完
了
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
か
ら
十
年
間
保
管
す
る
こ
と
。

２

前
項
に
定
め
る
ほ
か
、
補
助
金
の
交
付
の
条
件
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
状
況
報
告
）

第
六
条

規
則
第
十
条
に
規
定
す
る
状
況
報
告
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
、
当
該
事
業
の
工
事
に
着
手
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
着
手
届
（
第
八
号
様
式
）
を
提
出
す
る
こ
と
。

二
、
当
該
事
業
の
工
事
の
内
容
を
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
変
更
届
（
第
九
号
様
式
）
を
提
出
す
る
こ
と
。

三
、
当
該
事
業
の
毎
月
の
遂
行
状
況
に
つ
い
て
、
進
捗
状
況
報
告
書
（
第
十
号
様
式
）
を
翌
月
五
日
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。

（
完
成
検
査
）

第
七
条

知
事
は
、
検
査
委
託
申
請
（
第
十
一
号
様
式
）
が
あ
っ
た
と
き
は
、
工
事
の
完
成
検
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
実
績
報
告
書
）

第
八
条

規
則
第
十
二
条
に
規
定
す
る
実
績
報
告
書
の
様
式
は
、
第
十
二
号
様
式
と
す
る
。

（
補
助
金
の
交
付
）

第
九
条

補
助
金
は
、
額
の
確
定
の
う
え
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
知
事
が
必
要
と
認
め
た
場
合
は
、
概
算
払
に
よ
り
交
付
す
る
こ
と

が
で
き
る
。



２

補
助
金
の
概
算
払
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
補
助
金
概
算
払
請
求
書
（
第
十
三
号
様
式
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
書
類
の
提
出
）

第
十
条

規
則
及
び
こ
の
要
綱
に
よ
り
知
事
に
提
出
す
る
書
類
は
、
所
轄
林
務
環
境
事
務
所
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

１
．
こ
の
要
綱
は
平
成
二
十
三
年
度
か
ら
適
用
す
る
。

２
．
昭
和
五
十
一
年
度
制
定

３
．
昭
和
五
十
二
年
度
改
正

４
．
昭
和
五
十
三
年
度
改
正

５
．
昭
和
五
十
四
年
度
改
正

６
．
昭
和
五
十
五
年
度
改
正

７
．
昭
和
五
十
六
年
度
改
正

８
．
昭
和
五
十
七
年
度
改
正

９
．
昭
和
六
十
年
度
改
正

．
昭
和
六
十
二
年
度
改
正

10

．
昭
和
六
十
三
年
度
改
正

11

．
平
成
二
年
度
改
正

12

．
平
成
四
年
度
改
正

13

．
平
成
九
年
度
改
正

14

．
平
成
十
年
度
改
正

15



．
平
成
十
一
年
度
改
正

16

．
平
成
十
二
年
度
改
正

17

．
平
成
十
三
年
度
改
正

18

．
平
成
十
四
年
度
改
正

19

．
平
成
十
八
年
度
改
正

20

．
平
成
二
十
三
年
度
改
正

21



（
別
表
一
）

森
林
土
木
事
業
の
範
囲
及
び
補
助
率

（
林
道
事
業
）

事

業

名

区

分

採

択

基

準

等

補

助

率

※
補
助
率
は
国
庫
補
助
率
及
び
県
補
助
率
の
合
計
と
す
る
。
国
庫
補
助
の
対
象
額

は
、
事
業
費
（
事
務
雑
費
、
工
事
雑
費
、
指
導
監
督
費
を
除
い
た
も
の
を
い
う
。

以
下
同
じ
）
と
し
、
県
補
助
の
対
象
額
は
、
工
事
費
（
工
事
雑
費
を
除
い
た
も
の

を
い
う
。
以
下
同
じ

）
と
す
る
。
国
庫
補
助
率
と
県
補
助
率
の
内
訳
は
、
別
表

。

二
に
揚
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

森

林

管

理

道

事
業
費
の

｜

以
内

（
た
だ
し
、
山
村
振
興
法
（
昭
和
四
十
年
法
第
六
十
四

。

60

100

号
）
に
基
づ
き
、
振
興
山
村
と
し
て
指
定
さ
れ
た
区
域
又
は
、
過
疎
地
域
活
性
化

森

林

管

理

道

開

設

事

業

国
庫
補
助
事
業
の
採
択
基

｜

以
内

（
た
だ
し
、
山
村
振
興
法
（
昭
和
四
十
年
法
第
六
十
四
号
）
に
基

。

65

100

森

林

施

業

道

準
に
よ
る
。

づ
き
、
振
興
山
村
と
し
て
指
定
さ
れ
た
区
域
又
は
、
過
疎
地
域
活
性
化
特
別
措
置

法
（
平
成
二
年
法
律
第
十
五
号
）
に
基
づ
き
過
疎
地
域
と
し
て
指
定
さ
れ
た
区
域

の
林
道
は
、
事
業
費
の

｜

以
内

）。

70

100

林

業

専

用

道

作

業

ポ

イ

ン

ト

事
業
費
の

｜

以
内
。

60

100

作

業

道

と

の

接

続

路

た
だ
し
、
旧
高
密
度
林
道
網
整
備
事
業
に
採
択
さ
れ
て
い
た
事
業
は
、
事
業
費
の

｜

以
内
。

65

100

事
業
費
の

｜

以
内

（
た
だ
し
、
山
村
振
興
法
（
昭
和
四
十
年
法
第
六
十
四

。

70

100

号
）
に
基
づ
き
、
振
興
山
村
と
し
て
指
定
さ
れ
た
区
域
又
は
、
過
疎
地
域
活
性
化

森

林

基

幹

道

（

開

設

・

改

良

）

特
別
措
置
法
（
平
成
二
年
法
律
第
十
五
号
）
に
基
づ
き
過
疎
地
域
と
し
て
指
定
さ

れ
た
区
域
の
林
道
は
、
事
業
費
の

｜

以
内

）。

75

100

た
だ
し
、
森
林
活
用
基
盤
整
備
単
独
の
内
開
設
の
み
の
路
線
は

｜

以
内
。

57.5

100

事
業
費
の

｜

以
内

（
た
だ
し
、
山
村
振
興
法
（
昭
和
四
十
年
法
第
六
十
四

。

70

100

林

業

施

設

用

地

整

備

号
）
に
基
づ
き
、
振
興
山
村
と
し
て
指
定
さ
れ
た
区
域
又
は
、
過
疎
地
域
活
性
化

森

林

居

住

環

境

事

業

作

業

ポ

イ

ン

ト

整

備

国
庫
補
助
事
業
の
採
択
基

特
別
措
置
法
（
平
成
二
年
法
律
第
十
五
号
）
に
基
づ
き
過
疎
地
域
と
し
て
指
定
さ

森

林

管

理

道

（

開

設

・

改

良

）

準
に
よ
る
。

れ
た
区
域
の
林
道
は
、
事
業
費
の

｜

以
内

）。

75

100



集

落

基

盤

整

備

事
業
費
の

｜

以
内

（
た
だ
し
、
森
林
利
用
施
設
整
備
事
業
を
除
く
事
業
の

。

60

100

公

共

施

設

基

盤

整

備

う
ち
、
山
村
振
興
法
（
昭
和
四
十
年
法
第
六
十
四
号
）
に
基
づ
き
、
振
興
山
村
と

Ｉ

Ｊ
Ｕ

タ
ー

ン

者
用

住
宅
基

盤
整
備

し
て
指
定
さ
れ
た
区
域
又
は
、
過
疎
地
域
活
性
化
特
別
措
置
法
（
平
成
二
年
法
律

自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
活
用
施
設
基
盤
整
備

第
十
五
号
）
に
基
づ
き
過
疎
地
域
と
し
て
指
定
さ
れ
た
区
域
の
林
道
は
、
事
業
費

林

道

集

落

内

防

災

安

全

施

設

整

備

の

｜

以
内

）。

65

100

森

林

利

用

施

設

整

備

た
だ
し
、
平
成
十
三
年
度
以
前
に
事
業
採
択
さ
れ
た
地
区
に
つ
い
て
は
、
林
道
集

滞

在

施

設

整

備

落
内
防
災
安
全
施
設
整
備
事
業
を
除
き
、
事
業
費
の

｜

以
内

（
た
だ
し
、

。

70

100

施

設

環

境

整

備

山
村
振
興
法
（
昭
和
四
十
年
法
第
六
十
四
号
）
に
基
づ
き
、
振
興
山
村
と
し
て
指

定
さ
れ
た
区
域
又
は
、
過
疎
地
域
活
性
化
特
別
措
置
法
（
平
成
二
年
法
律
第
十
五

号
）
に
基
づ
き
過
疎
地
域
と
し
て
指
定
さ
れ
た
区
域
の
林
道
は
、
事
業
費
の

｜
75

以
内

）
林
道
集
落
内
防
災
安
全
施
設
整
備
事
業
は
、
事
業
費
の

｜

以
内
。

。

100

50

100

（
た
だ
し
、
山
村
振
興
法
（
昭
和
四
十
年
法
第
六
十
四
号
）
に
基
づ
き
、
振
興
山

村
と
し
て
指
定
さ
れ
た
区
域
又
は
、
過
疎
地
域
活
性
化
特
別
措
置
法
（
平
成
二
年

法
律
第
十
五
号
）
に
基
づ
き
過
疎
地
域
と
し
て
指
定
さ
れ
た
区
域
の
林
道
は
、
事

業
費
の

｜

以
内

、
。）

55

100

融

雪

施

設

整

備

事
業
費
の

｜

以
内

（
た
だ
し
、
森
林
利
用
施
設
整
備
事
業
を
除
く
事
業
の

。

50

100

林

業

集

落

内

健

康

増

進

広

場

整

備

う
ち
、
山
村
振
興
法
（
昭
和
四
十
年
法
第
六
十
四
号
）
に
基
づ
き
、
振
興
山
村
と

し
て
指
定
さ
れ
た
区
域
又
は
、
過
疎
地
域
活
性
化
特
別
措
置
法
（
平
成
二
年
法
律

第
十
五
号
）
に
基
づ
き
過
疎
地
域
と
し
て
指
定
さ
れ
た
区
域
の
林
道
は
、
事
業
費

の

｜

以
内

）。

55

100

生
活
関
連
林
道
は
、
事
業
費
の

｜

以
内
。

70

100

幹

線

林

道

管
理
経
営
林
道
は
、
事
業
費
の

｜

以
内
。

57.5

100

国
庫
補
助
事
業
の
採
択
基

林

道

改

良

事

業

準
に
よ
る
。

そ

の

他

の

林

道

生
活
関
連
林
道
は
、
事
業
費
の

｜

以
内
。

60

100

管
理
経
営
林
道
は
、
事
業
費
の

｜

以
内
。

50

100

幹

線

林

道

事
業
費
の

｜

以
内
。

57.5

100

林

道

舗

装

事

業

国
庫
補
助
事
業
の
採
択
基

（

、

、

準
に
よ
る
。

事
業
費
の

｜

以
内

た
だ
し

林
業
生
産
流
通
総
合
対
策
事
業
に
つ
い
て
は

13

30

そ

の

他

の

林

道

事
業
費
の

｜

以
内

）。

50

100



奥

地

幹

線

林

道

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百

事
業
費
の

｜

以
上
で
国
で
定
め
た
率
に
よ
る
。

65

100

林
道
施
設
災
害
復
旧
事
業

六
十
九
号
農
林
水
産
施
設

災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
補

そ

の

他

の

林

道

助
の
暫
定
措
置
に
関
す
る

事
業
費
の

｜

以
上
で
国
で
定
め
た
率
に
よ
る
。

50

100

法
律
に
よ
る

奥

地

幹

線

林

道

事
業
費
の

｜

以
上
で
国
で
定
め
た
率
に
よ
る
。

55

100

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百

六
十
九
号
農
林
水
産
業
施

林

道

災

害

関

連

事

業

設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫

（
災
害
関
連
補
助
事
業
）

そ

の

他

の

林

道

補
助
の
暫
定
措
置
に
関
す

事
業
費
の

｜

以
上
で
国
で
定
め
た
率
に
よ
る
。

50

100

る
法
律
に
よ
る

(

一)

自
動
車
道
（
巾
員

三
・
〇
米
以
上
）

I
(

二)

軽
車
道
（
巾
員
二

・
五
米
以
上
）

(

三)

利
用
区
域
内
の
森

工
事
費
の

｜

以
内
。

30.0

100

林
面
積
十

以
上
、

ha

小

規

模

林

道

事

業

林

道

開

設

蓄
積
針
葉
樹
林
五
十

立
方
米
・
広
葉
樹
林

十
五
立
方
米
以
上

(
四)

前
号
に
か
か
げ
る

も
の
以
外
で
次
に
該

当
す
る
も
の

イ

峰
越
林
道
等
で
、

そ
の
直
接
利
用
区
域

の
面
積
及
び
蓄
積
は

僅
少
で
あ
っ
て
も
、

間
接
利
用
区
域
が
、

国
庫
補
助
一
般
林
道

採
択
基
準
以
上
の
も

の
ロ

現
に
林
種
転
換
、



拡
大
造
林
計
画
等
が

あ
り
将
来
的
効
果
顕

著
な
も
の

(

一)

林
道
台
帳
に
登
録

さ
れ
て
い
る
自
動
車

道
及
び
軽
車
道

(

二)

事
業
の
種
類
は
、

次
に
か
か
げ
る
も
の

小

規

模

林

道

事

業

林

道

改

良

で
、
一
ヶ
所
の
事
業

工
事
費
の

｜

以
内
。

30.0

100

費
が
五
万
円
以
上
の

も
の

イ

局
部
改
良
、
既
設

林
道
の
勾
配
、
曲
線

の
修
正
、
待
避
所
、

排
水
施
設
、
路
側
施

設
の
新
設
又
は
改
築

ロ

橋
梁
改
良
、
既
設

、

林
道
に
架
設
さ
れ
た

橋
梁
架
替
及
び
鋼
橋

の
塗
装

ハ

法
面
保
全
、
法
面

の
崩
壊
、
土
砂
流
失

を
防
止
す
る
た
め
、

、

必
要
な
施
設
の
新
設

又
は
改
築

ニ

巾
員
拡
張
、
既
設

林
道
の
巾
員
を
、
現

状
よ
り
格
上
げ
す
る

も
の



林
道
台
帳
に
登
載
さ
れ

て
い
る
自
動
車
道
で
、
日

、

交
通
量
が
六
十
台
以
下
で

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す

る
も
の

イ

当
該
路
線
の
利
用

工
事
費
の

｜

以
内
。

30.0

100

小

規

模

林

道

事

業

林

道

舗

装

対
象
と
な
る
区
域
内

に
、
家
屋
等
が
五
戸

以
下
の
路
線
、
又
は

公
共
建
物
が
あ
る
路

線
ロ

同
じ
く
利
用
対
象

と
な
る
区
域
内
に
、

お
お
む
ね
、
十

以
ha

下
の
農
地
が
あ
る
路

線
ハ

急
勾
配
、
急
カ
ー

ブ
の
区
間
、
そ
の
他

交
通
安
全
確
保
の
た

め
、
舗
装
を
必
要
と

す
る
区
間
の
あ
る
路

線



（
治
山
事
業
）

事

業

名

区

分

採

択

基

準

等

補

助

率

市
町
村
単
位
に
、
次
の
す
べ
て
の
条
件
を
備
え
る

こ
と
。

（
一
）

激
甚
災
害
に
よ
り
林
地
崩
壊
が
発
生
し

又
は
拡
大
し
た
も
の

（
二
）

人
家
二
戸
以
上
又
は
、
公
共
施
設
に
直

林

地

崩

壊

防

止

事

業

接
被
害
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

事
業
費
の
３
｜
４
以
内

（
三
）

一
箇
所
の
事
業
費
が
二
百
万
円
以
上
で

あ
る
こ
と

（
四
）

同
一
市
町
村
で
そ
の
事
業
費
の
合
計
額

が
三
百
万
円
以
上
ま
た
は
前
年
度
の
標
準

税
収
入
の
十
％
以
上
の
も
の

山
地
災
害
危
険
地
区
で
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当

す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
一
箇
所
の
事
業
費
が
二
百
万
円
を
こ

え
、
そ
の
年
の
一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
に
係
る
事
業
費
が
一
市
町
村
当
た
り
四

事
業
費
の

｜

以
内

70.0

100

百
万
円
以
上
で
あ
る
こ
と
。

た
だ
し
、
人
家
に
半
壊
以
上
の
被
害
が
発
生
し
て
い
る
場

災

害

関

連

山

地

合
は

｜

以
内

75.0

100

災
害
危
険
地
区
対
策
事
業

（
一
）

重
要
な
災
害
復
旧
工
事
の
遂
行
に
特
に

人
家
に
半
壊
以
上
の
被
害
が
あ
り
、
か
つ
、
公
共
施
設
に

先
行
し
て
施
行
す
る
必
要
の
あ
る
も
の

関
連
す
る
箇
所
に
つ
い
て
は

｜

以
内

77.5

100

（
二
）

公
共
の
利
害
に
密
接
な
関
係
を
有
し
、

民
政
安
定
上
放
置
し
が
た
い
も
の
で
あ
る

こ
と



昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
六
十
九
号
農
林
水
産
業

事
業
費
の

｜
6.5

10

施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
補
助
の
暫
定
措
置
に

林

地

荒

廃

防

止

施

設

関
す
る
法
律
に
よ
る

災

害

復

旧

事

業



林
道

事
業

の
体

系
・

補
助

率
表

別
表

２
（

１
）

４
５

．
０

％
１

５
．

０
４

０
．

０
％

%

(
２

０
０

％
(
３

５
．

０
％

）
一

般
．

）
森

林
管

理
道

５
０

．
０

％
１

５
．

０
％

３
５

．
０

％
森

林
施

業
道

（
）

旧
高

密
度

林
道

網
整

備
事

業
（

２
０

．
０

％
）

（
３

０
．

０
％

）
林

業
専

用
道

山
振

過
疎

森
林

管
理

道
開

設
事

業
４

５
．

０
％

１
５

．
０

％
４

０
．

０
％

（
２

０
．

０
％

）
（

３
５

．
０

％
）

作
業

ポ
イ

ン
ト

（
）

旧
高

密
度

林
道

網
整

備
事

業
作

業
道

と
の

接
続

路
５

０
．

０
％

２
０

．
０

％
３

０
．

０
％

一
般

森
林

基
幹

道
５

５
．

０
％

２
０

．
０

％
２

５
．

０
％

山
振

過
疎

５
０

．
０

％
７

．
５

４
２

．
５

％
林

森
林

活
用

基
盤

整
備

単
独

％

５
０

．
０

％
２

０
．

０
％

３
０

．
０

％
道

林
業

施
設

用
地

整
備

一
般

作
業

ポ
イ

ン
ト

整
備

５
５

．
０

％
２

０
．

０
％

２
５

．
０

％
事

森
林

管
理

道
山

振
過

疎
国

５
０

．
０

％
１

０
．

０
％

４
０

．
０

％
業

森
林

居
住

環
境

集
落

基
盤

整
備

一
般

庫
整

備
事

業
公

共
施

設
基

盤
整

備
Ｉ

Ｊ
Ｕ

タ
ー

ン
者

用
住

宅
基

盤
整

備
５

５
．

０
％

１
０

．
０

％
３

５
．

０
％

山
振

過
疎

自
然

エ
ネ

ル
ギ

ー
利

活
用

施
設

基
盤

整
備

補
林

道
集

落
内

防
災

安
全

施
設

整
備

助
森

林
利

用
施

設
整

備
滞

在
施

設
整

備
対

施
設

環
境

整
備

象
５

０
．

０
％

５
０

．
０

％
融

雪
施

設
整

備
事

林
業

集
落

内
健

康
増

進
広

場
整

備
５

０
．

０
％

２
０

．
０

％
３

０
．

０
％

生
活

関
連

業
幹

線
５

０
．

０
％

７
．

５
４

２
．

５
％

管
理

経
営

％

林
道

改
良

事
業

３
０

．
０

％
３

０
．

０
％

４
０

．
０

％
生

活
関

連
そ

の
他

３
０

．
０

％
２

０
．

０
％

５
０

．
０

％
管

理
経

営

５
０

．
０

％
７

．
５

４
２

．
５

％
幹

線
％

林
道

舗
装

事
業

１
０

３
０

３
３

０
１

７
３

０
そ

の
他

/
/

/

※ ※※※
以

上
以

上
以

上
以

上
の

う
ち

の
う

ち
の

う
ち

の
う

ち
、 、、、

県
補

助
率

県
補

助
率

県
補

助
率

県
補

助
率

が ががが
設

定
設

定
設

定
設

定
し

て
あ

る
し

て
あ

る
し

て
あ

る
し

て
あ

る
市

町
村

営
事

業
市

町
村

営
事

業
市

町
村

営
事

業
市

町
村

営
事

業
に

つ
い

て
は

に
つ

い
て

は
に

つ
い

て
は

に
つ

い
て

は
、 、、、

平
成

平
成

平
成

平
成

１
７

１
７

１
７

１
７

年
度

以
降

年
度

以
降

年
度

以
降

年
度

以
降

に ににに
新

規
着

工
新

規
着

工
新

規
着

工
新

規
着

工
す

る
す

る
す

る
す

る
場

合
場

合
場

合
場

合
は ははは

県
補

助
率

県
補

助
率

県
補

助
率

県
補

助
率

を ををを
一

律
一

律
一

律
一

律
０ ０００

． ．．．
５ ５５５

％ ％％％
と

す
る

と
す

る
と

す
る

と
す

る
。 。。。

６
５

．
０

％
以

上
３

５
．

０
％

以
下

奥
地

幹
線

林
道

施
設

災
害

復
旧

事
業

５
０

．
０

％
以

上
５

０
．

０
％

以
下

そ
の

他

３
０

．
０

％
７

０
．

０
％

小
規

模
林

道
事

業

凡
例

国
補

県
補

事
業

主
体



（ （（（
２ ２２２

） ）））
治

山
事

業
補

助
体

系
図

治
山

事
業

補
助

体
系

図
治

山
事

業
補

助
体

系
図

治
山

事
業

補
助

体
系

図

2
/
4

1
/
4

1
/
4

2
/
4

1
/
4

1
/
4

2
/
4

1
/
4

1
/
4

2
/
4

1
/
4

1
/
4

林
地

崩
壊

防
止

事
業

林
地

崩
壊

対
策

事
業

5
0

5
05
0

5
0
% %%%

2
0

2
02
0

2
0
% %%%
以

上
以

上
以

上
以

上
3
0

3
03
0

3
0
% %%%
以

下
以

下
以

下
以

下
治

山
事

業
災

害
関

連
山

地
災

害

危
険

地
区

対
策

事
業

6
5

6
56
5

6
5
％ ％％％

3
5

3
53
5

3
5
％ ％％％

林
地

荒
廃

防
止

施
設

災
害

復
旧

事
業

凡
例

国
補

県
補

事
業

主
体



（
別

表
３

）

重
要

な
変

更
の

範
囲

（
林

道
事

業
）

事
業

名
重

要
な

変
更

森
林

管
理

道
開

設
事

業
１

．
施

行
路

線
の

位
置

及
び

全
幅

員
の

変
更

小
規

模
林

道
開

設
事

業
２

．
施

行
延

長
の

３
０

％
を

超
え

る
減

少
又

は
そ

の
事

業
費

単
価

の
３

０
％

を
超

え
る

増
加

林
道

改
良

事
業

１
．

施
行

位
置

、
構

造
又

は
全

幅
員

の
変

更

小
規

模
林

道
事

業
（

林
道

改
良

）
２

．
施

行
箇

所
ご

と
の

施
工

延
長

の
３

０
％

を
超

え
る

減
少

林
道

舗
装

事
業

施
行

延
長

の
３

０
％

を
超

え
る

減
少

又
は

事
業

費
単

価
の

３
０

％
を

超
え

る
増

加

小
規

模
林

道
事

業
（

林
道

舗
装

）

林
道

施
設

災
害

復
旧

事
業

１
．

施
行

箇
所

ご
と

の
事

業
費

の
変

更

２
．

施
行

延
長

の
変

更

林
道

災
害

関
連

事
業

３
．

施
行

箇
所

ご
と

の
工

種
、

構
造

、
規

格
の

変
更

１
．

事
業

主
体

の
変

更

２
．

路
線

又
は

施
設

の
新

設
又

は
廃

止

森
林

居
住

環
境

整
備

事
業

３
．

総
事

業
費

の
３

０
パ

ー
セ

ン
ト

を
越

え
る

増
減

４
．

事
業

期
間

の
変

更

５
．

林
道

整
備

、
集

落
林

道
整

備
、

ア
ク

セ
ス

林
道

整
備

又
は

ふ
れ

あ
い

林
道

整
備

（
開

設
又

は
舗

装
）

ご
と

に
お

け
る

施
行

延
長

の
３

０
％

を
越

え
る

減
少



（
治

山
事

業
）

事
業

名
重

要
な

変
更

林
地

崩
壊

防
止

事
業

工
種

の
新

設
又

は
廃

止

〃
災

害
関

連
山

地
災

害
危

険
地

区
対

策
事

業

林
地

荒
廃

防
止

施
設

災
害

復
旧

事
業

〃



（
第

１
号

様
式

）

番
号

年
月

日

山
梨

県
知

事
殿

,
事

業
主

体
名

事
業

概
要

承
認

申
請

書

年
度

に
お

い
て

別
添

事
業

概
要

書
の

と
お

り
事

業
を

実
施

し
た

い
の

で
承

認
さ

れ
た

く
山

梨
県

森
林

土
木

事
業

補
助

金
交

付
要

綱
第

３
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
申

請
し

ま
す

。

記

（
１

）
事

業
名

事
業

（
２

）
路

線
名

市
町

（
３

）
計

画
箇

所
字

地
内

郡
村



事
業

概
要

書

主
な

る
工

種
及

び
数

量

事
業

施
行

期
間

概
算

事
業

費

主
要

保
全

対
象

又
は

利
用

区
域

内
の

森
林

面
積

・
蓄

積

備
考

（
注

）
林

道
事

業
に

つ
い

て
は

、
主

な
る

工
種

及
び

数
量

欄
に

は
巾

員
及

び
延

長
を

記
入

す
る

。

治
山

事
業

に
つ

い
て

は
、

保
全

対
象

の
略

図
及

び
写

真
を

添
付

す
る

こ
と

。



（
第

２
号

様
式

）

番
号

年
月

日

山
梨

県
知

事
殿

,
事

業
主

体
名

事
業

概
要

承
認

申
請

書

年
度

に
お

い
て

別
添

事
業

概
要

書
の

と
お

り
事

業
を

実
施

し
た

い
の

で
承

認
さ

れ
た

く
山

梨
県

森
林

土
木

事
業

補
助

金
交

付
要

綱
第

３
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
申

請
し

ま
す

。

記

幹
線

林
道

（
生

活
関

連
林

道
）

（
１

）
事

業
名

林
道

改
良

事
業

そ
の

他
の

林
道

（
管

理
経

営
林

道
）

（
２

）
路

線
名

市
町

（
３

）
計

画
箇

所
字

地
内

郡
村

（
注

）
事

業
区

分
に

つ
い

て
は

、
必

要
の

な
い

も
の

を
抹

消
の

こ
と

。



事
業

概
要

書

開
設

年
度

及
び

構
造

開
設

年
度

年
度

延
長

ｍ
幅

員
ｍ â

区
域

内
の

森
林

面
積

面
針

葉
樹

ｈ
ａ

蓄
針

葉
樹

â
広

葉
樹

ｈ
ａ

広
葉

樹

â
及

び
蓄

積
積

計
ｈ

ａ
積

計

１
．

橋
り

ょ
う

改
良

２
．

局
部

改
良

３
．

雪
害

防
止

林
道

改
良

事
業

の
種

類
４

．
ず

い
道

改
良

５
．

幅
員

拡
張

６
．

法
面

保
全

７
．

山
火

事
防

止

主
な

る
工

種
及

び
数

量

事
業

施
行

期
間

自
：

年
月

日

至
：

年
月

日

概
算

事
業

費
円

備
考



（
第

３
号

様
式

）

番
号

年
月

日

山
梨

県
知

事
殿

,
事

業
主

体
名

補
助

金
交

付
申

請
書

年
月

日
付

け
第

号
事

業
計

画
承

認
及

び
補

助
金

内
示

の
あ

っ
た

事
業

に
つ

い
て

下
記

の
と

お
り

実
施

し
た

い

の
で

補
助

金
円

を
交

付
さ

れ
た

く
関

係
書

類
を

添
え

て
申

請
し

ま
す

。

記

（
１

）
事

業
名

事
業

（
２

）
路

線
名

市
町

（
３

）
施

行
地

字
地

内

郡
村



事
業

計
画

書

事
業

名

市
町

施
行

地
字

地
内

郡
村

事
業

の
内

容

自
年

月
日

施
行

期
間

至
年

月
日

事
業

費

補
助

金
申

請
額

市
町

村
負

担
額



収
支

予
算

額

歳
入

科
目

金
額

（
円

）
算

出
の

基
礎

県
補

助
金

一
般

財
源

起
債

寄
付

金

そ
の

他

歳
入

の
合

計

歳
出

科
目

金
額

（
円

）
経

費
の

内
訳

議
決

年
月

日

年
月

日

又
は

議
決

見
込

み
年

月
日



実
施

計
画

書

事
業

設
計

書

（
注

）
県

で
定

め
る

設
計

書
作

成
要

領
に

よ
る

設
計

書
と

す
る

。



（
第

４
号

様
式

）

番
号

年
月

日

山
梨

県
知

事
殿

,
事

業
主

体
名

変
更

承
認

申
請

書

年
月

日
付

け
第

号
で

補
助

金
交

付
決

定
の

あ
っ

た

市
町

字
地

内
の

事
業

に
つ

い
て

下
記

の
と

お
り

変
更

し
た

い
の

で
承

認

郡
村

さ
れ

た
く

関
係

書
類

を
添

え
て

申
請

し
ま

す
。

記

（
１

）
変

更
理

由

（
注

）
変

更
設

計
図

書
を

添
付

す
る

こ
と

。



都
道

府
県

市
町

村

（
第

５
号

様
式

）
平

成
年

月
日

現
在

林
道

台
帳

地
域

森
林

施
台

帳
整

林
道

網
管

理
種

類
奥

地
利

用
区

域
密

度
一

定
要

件

路
線

名
位

置
及

び
そ

の
他

幅
員

延
長

面
積

蓄
積

（
ｍ

／
ｈ

ａ
）

の
該

当
摘

要

森
林

計
画

業
計

画
理

番
号

記
入

番
号

主
体

区
分

別
（
Ａ
）
（
ｍ
）

（
Ｂ

）
（

ｈ
ａ

）
（

）
（

Ａ
）

／
（

Ｂ
）

有
無

â

（
注

）
１

本
表

は
、

林
道

台
帳

総
括

表
（

第
５

－
２

号
様

式
）

及
び

同
経

過
表
（

第
５

－
３

号
様

式
）

に
よ

り
転

記
す

る
。

た
だ

し
、

密
度

は
、

各
路

線
ご

と
、

種
類

及
び

区
分

ご
と

に
算

出
す

る
。

２
用

紙
は

、
Ｂ

４
版

と
す

る
。



索
引

番
号

（
第

５
－

２
号

様
式

）
総

括
表

路
線

名
林

道
台

帳
林

道
台

帳
林

道
台

帳
林

道
台

帳
台

帳
整

理
番

号
林

道
網

記
入

番
号

台
帳

登
載

年
月

日
平

成
年

月
日

林
道

管
理

者
名

路
線

名
幹

、
支

、
分

線
名

広
域

基
幹

、
普

通
別

種
類

及
び

区
分

奥
地

、
そ

の
他

別
国

有
林

林
道

と
の

関
係

併
用

林
道

協
定

の
有

無
郡

町

大
字

字
番

地

幹
線

名
広

域
基

幹
自

動
車

道
級

奥
地

有
無

起
点

市
村

郡
町

大
字

字
番

地

市
村

峰
越

連
絡

林
道

の
維

持
郡

町

管
理

、
災

害
復

旧
等

の
大

字
字

番
地

支
線

協
定

の
有

無
終

点
市

村

分
線

普
通

軽
車

道
そ

の
他

郡
町

大
字

字
番

地

有
無

市
村

過
疎

市
町

村
名

振
山

市
町

村
名

半
島

市
町

村
名

指
定

年
月

日
平

成
年

月
日

指
定

年
月

日
平

成
年

月
日

指
定

年
月

日
平

成
年

月
日

全
体

計
画

利
用

区
域

内
の

状
況

年
現

況
及

び
計

画
利

用
区

域
内

の
森

林
資

源
そ

の
他

面
積

利
用

区
域

内
の

森
林

資
源

の
う

ち
法

令
に

度
総

延
長

幅
延

長
（

ｍ
）

地
域

森
林

森
林

施
業

面
積

（
ｈ

ａ
）

蓄
積

（
）

区
分

面
積

基
づ

く
制

限
等

の
区

分
及

び
面

積
（

ｈ
ａ

）
â

現
員

現
況

計
画

計
画

計
画

区
分

針
葉

樹
広

葉
樹

計
針

葉
樹

広
葉

樹
計

（
ｈ

ａ
）

区
分

面
積

（
ｈ

ａ
）

（
）

在
（

ｍ
）

ｍ

民
有

林

（
）

分
収

造
林

国
有

林

官
行

造
林

計

接
続

道
路

の
状

況
利

用
区

域
内

の
人

家
等

交
通

災
害

保
険

加
入

状
況

起
点

側
接

続
道

路
終

点
側

接
続

道
路

人
家

保
険

の
種

類

（
）

（
）

（
）

（
）

（
）

路
線

名
幅

員
ｍ

延
長

ｈ
ａ

道
路

の
種

類
管

理
者

名
路

線
名

幅
員

ｍ
延

長
ｈ

ａ
道

路
の

種
類

管
理

者
名

戸

公
共

用
建

物
保

険
会

社
の

箇
所

名
所

（
）

平
成

年
月

日
そ

の
他

加
入

年
月

日

平
成

年
月

日

摘
要

â
利

用
伐

期
齢

以
上
の

立
木

の
蓄

積
：

（
注

）
用

紙
は

、
Ｂ

４
版

と
す

る
。



索
引

番
号

（
第

５
－

３
号

様
式

）
経

過
表

路
線

名
林

道
台

帳
林

道
台

帳
林

道
台

帳
林

道
台

帳
新

設
、

改
築

補
線

形
の

状
況

構
造

物
の

状
況

林
業

作
業

用
施

設
標

現
況

延
長

（
ｍ

）
現

在
終

点
位

置

施
施

工
改

良
、

舗
装

施
行

幅
（

国
費

）
退

避
所

及
び

識
区

分
（

目
標

物
を

含
む

）

工
災

害
の

別
延

長
助

曲
線

縦
断

橋
梁

及
び

ト
ン

ネ
ル

車
廻

し
等

等
幅

員
４

ｍ
幅

員
４

ｍ
の

地
番

等
登

載
年

月
日

摘
要

年
又

は
併

用
事

業
費

半
径

勾
配

未
満

以
上

累
計

（
市

・
郡

・
町

・
村

・
（

平
成

年
月

日
）

度
主

体
名

編
入

、
削

除
区

分
員

率
例

外
値

例
外

値
名

称
幅

員
延

長
構

造
箇

所
数

本
幅

延
幅

延
大

字
・

字
・
番

地
）

の
別

ｍ
箇

所
数

箇
所

数
ｍ

ｍ
数

員
長

員
長

（
）

（
）

（
）

（
千

円
）

（
注

）
用

紙
は

Ｂ
４

版
と

す
る

。



索
引

平
面

見
取

図
番

号
林

道
台

帳
林

道
台

帳
林

道
台

帳
林

道
台

帳
（

第
５

－
４

号
様

式
）

路
線

名

（
注

）
用

紙
は

、
Ｂ

４
版

と
す

る
。



索
引

平
面

図
番

号
林

道
台

帳
林

道
台

帳
林

道
台

帳
林

道
台

帳
（

第
５

－
５

号
様

式
）

路
線

名

（
注

）
用

紙
は

、
Ｂ

４
版

と
す

る

台
帳

整
理

番
号

：
作

成
年

月
日

：

図
面

番
号

：
作

成
者

：



別
表

転
用

等
（

用
途

変
更

を
含

む
）

経
過

一
覧

表
。

都
道

府
県

市
町

村

平
成

年
月

日
現

在

台
帳

種
類

転
用

等
返

還
額

整
理

路
線

名
位

置
管

理
主

体
及

び
幅

員
延

長
転

用
等

の
内

容
転

用
等

年
月

日
摘

要

番
号

区
分

ｍ
ｍ

事
業

費
（

千
円

）
国

費
（

千
円

）
（

）
（

）

（
注

）
１

本
表

の
記

載
内

容
は

、
総

括
表

（
第

５
－

２
号

様
式

）
と

一
致

さ
せ

る
こ

と
。

２
用

紙
は

、
Ｂ

４
版

と
す

る
。



（
第

５
号

－
別

表
１

）

林
道

台
帳

作
成

済
林

道
延

長
総

括
表

林
道

管
理

者
名

作
成

年
月

日

路
線

延
長

（
ｍ

）
幅

員
別

（
全

幅
）

実
林

道
延

長
（

ｍ
）

構
造

物
等

延
長

（
ｍ

）

路
線

名
路

線
舗

装
済

台
帳

作
成

備
考

番
号

総
延

長
林

道
外

実
林

道
５

．
５

以
上

５
．

５
未

満
計

う
ち

４
．

０
未

満
橋

梁
ト

ン
ネ

ル
ｍ

年
月

日
（

）

延
長

延
長

４
．

０
以

上
一

定
要

件
１

．
８

以
上

記
入

要
領

１
本

表
は

、
林

道
台

帳
作

成
済

分
（

平
面

図
Ｓ

＝
１

／
１

，
０

０
０

以
上

）
に

つ
い

て
作

成
す

る
。

２
「

総
延

長
」

は
、

林
道

外
延

長
等

を
含

む
当

該
路

線
の

全
延

長
（

通
常

呼
称
し

て
い

る
延

長
）

を
い

う
。

３
「

林
道

外
延

長
」

と
は
、

大
規

模
林

道
等

の
場

合
に

お
い

て
道

路
管

理
者

（
土

木
）

施
工

区
間

及
び

道
路

法
第

２
４

条
協

議
に

よ
る

農
林

施
工

区
間

な
ど

で
林

道
管

理
し

な
い

延
長
を

い
う

。

４
「

実
林

道
延

長
」

と
は
、

林
道

外
延

長
を

除
い

た
延

長
で

林
道
と

し
て

管
理
す

る
実

際
の

林
道

延
長

を
い

う
。

５
「

う
ち

一
定

要
件

」
と

は
、

全
幅

員
が

４
ｍ

以
上
か

つ
両

端
が

行
動
に

接
続
す

る
場

合
（

一
定

要
件

林
道

及
び

一
定

要
件

農
道

を
介

し
て

接
続

す
る

場
合
を

含
む

）
を

い
う

。
な

お
路

線
中

に
４

ｍ
未

満
の
区

間
が

あ
る

場
合

は
、

当
該

区
間

は
４

ｍ
未

満
１

．
８

ｍ
以

上
の
欄

に
記

載
す

る
。

。

６
「

実
林

道
延

長
」

と
「
幅

員
別

実
林

道
延

長
」

の
合

計
は

、
同

一
延

長
と

す
る

。

塵
処
理
、
表
面
処
理
（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
路
面
工
な
ど
）
の
舗
装
は
含
ま
な
い
。

７
「

構
造

物
等

延
長

」
に

つ
い

て
は

、
橋

長
４

ｍ
以

上
を

記
入

し
、

ト
ン

ネ
ル
の

場
合

は
、

長
短

に
関

係
な

く
記

入
す

る
。

ま
た
、

舗
装

済
に

は
、

防

８
「

台
帳

作
成

年
月

日
」
は

、
台

帳
を

作
成
し

た
年

月
日

を
記

入
す

る
。

９
延

長
は

、
整

数
単

位
（
小

数
点

以
下

四
捨

五
入

）
と

す
る

。



（
第

５
号

－
別

表
２

）

林
道

延
長

集
計

表

路
線

番
号

路
線

名
作

成
年

月
日

工
事

完
了

年
月

日

全
幅

員
別

舗
装

区
分

別
延

長
（

ｍ
）

構
造

別
延

長
（

ｍ
）

敷
地

所
有

者
別

延
長

（
ｍ

）

図
舗

全

面
装

幅
５

．
５

ｍ
以

上
５

．
５

未
満

４
ｍ

以
上

４
ｍ

未
満

合
計

番
区

員

号
分

ｍ
実

区
間

長
実

区
間

長
実

区
間

長
実

区
間

長
林

道
橋

梁
ト

ン
ネ

ル
国

都
道

府
県

市
町

村
そ

の
他

（
）

舗
装

砂
利

舗
装

砂
利

舗
装

砂
利

舗
装

砂
利

合
計

記
載

要
領

１
「

図
面

番
号

」
は

、
林

道
台

帳
の

平
面

図
の

図
面

番
号

を
記

入
す

る
。

２
「

舗
装

区
分

」
は

、
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
－

Ａ
，

コ
ン

フ
リ

ー
ト

－
Ｃ

，
砂

利
－

Ｇ
の

う
ち

、
該

当
す

る
区

分
の

略
記

号
を

記
入
す

る
。



（
第

５
号

－
別

表
３

）

実
延

長
調

書

路
線

番
号

路
線

名
作

成
年

月
日

工
事

完
了

年
月

日

図
種

舗
舗

鉄
区

幅
員

構
成

（
ｍ

）
幅

員
（

ｍ
）

林

面
類

装
装

道
間

道

番
別

区
完

等
長

歩
道

敷

号
区

分
了

交
（

ｍ
）

そ
の

他
所

備
考

分
年

差
車

道
待

避
所

路
肩

全
幅

舗
装

有

状
左

右
（

分
離

帯
）

者

況

合
計

記
載

要
領

１
「

種
類

別
区

分
」

は
、

林
道

－
１

，
ト

ン
ネ

ル
－

２
，

橋
梁
－

３
，

踏
切
（

踏
切

の
延

長
集

計
は

、
林

道
に

含
む

）
－
４

，
林

道
外

－
５

，
の

う
ち

、
該

当
す

る
区

分
の

番
号

を
記

入
す

る
。

。

２
「

鉄
道

等
交

差
状

況
」

は
、

平
面

－
１

，
誇

線
－

２
，

誇
道
－

３
，

の
う

ち
、

該
当
す

る
区

分
の

番
号

を
記

入
す

る
。

３
「

林
道

敷
所

有
者

」
は

、
国

有
－

１
，

都
道

府
県

有
－

２
，

市
町

村
－

３
，

そ
の

他
有

－
４

，
の

う
ち

、
該

当
す

る
区

分
の
番

号
を
記

入
す

る
。



（
第

５
号

－
別

表
４

）

橋
梁

調
書

路
線

番
号

路
線

名
作

成
年

月
日

工
事

完
了

年
月

日

図
橋

長
（

ｍ
）

幅
員

構
成

（
ｍ

）
幅

員
（

ｍ
）

舗
種

建
耐

塗
装

年
月

面
位

置
当

他
車

歩
路

装
別

設
荷

現

番
名

称
（

起
点

か
ら

該
管

全
幅

舗
装

区
・

年
荷

初
回

２
回

３
回

備
考

号
の

距
離

）
管

理
分

型
次

重
況

理
道

道
肩

式

合
計

記
載

要
領

１
「

名
称
」

は
、

橋
梁
（

４
ｍ

以
上

の
も

の
を

対
象

と
す

る
。

な
お
、

３
ｍ

未
満

の
橋

梁
は

林
道

と
し

て
扱

う
）

の
名

称
を

記
入

す
る

。
な

お
、

名
称

の
な

い
場

合
は

「
無

名
橋

」
と

記
入

す
る
。

。
、

２
「

位
置
」

は
、

大
字

程
度

の
記

入
と

し
、

起
点
か

ら
の

距
離
を

（
）

書
き

す
る

。

３
「

橋
長
」

は
、

橋
台

間
の

パ
ラ

ペ
ッ

ト
全

面
を

記
入
す

る
。

４
「

種
別
・

型
式
」

は
、

次
の

区
分

に
よ

り
該

当
す

る
番

号
を

記
入
す

る
。

種
別

型
式

番
号

種
別

型
式

番
号

種
別

型
式

番
号

コ
ン

ク
リ

ー
ト

橋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
床

版
橋

１
鋼

橋
鋼
ア

ー
チ

橋
８

そ
の

他
の

橋
木

桁
橋

１
５

コ
ン

ク
リ

ー
ト

ア
ー

チ
橋

２
鋼
ラ

ー
メ

ン
橋

９
木

ト
ラ

ス
橋

１
６

コ
ン

ク
リ

ー
ト

ラ
ー

メ
ン

橋
３

鋼
ラ

ン
ガ

ー
橋

１
０

吊
橋

（
補

鋼
材
が

木
材

）
１

７

Ｐ
Ｃ

橋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
床

版
橋

（
又

は
桁

橋
）

４
鉄
ロ

ー
ゼ

橋
１

１

コ
ン

ク
リ

ー
ト

ラ
ー

メ
ン

橋
５

そ
の

他
の

橋
吊

橋
（

補
鋼

材
が

鋼
材
）

１
２

鋼
橋

鋼
桁

橋
６

石
版

橋
（

又
は

桁
橋

）
１

３

鋼
ト

ラ
ス

橋
７

石
ア

ー
チ

橋
１

４

５
「

現
況
」

は
、

通
行

制
限

な
し

－
１

、
通

行
制

限
あ

り
－

２
、

自
動

車
交

通
不

能
－

３
の

う
ち

、
該

当
す

る
区

分
の

番
号

を
記

入
す

る
。



（
第

５
号

－
別

表
５

）

ト
ン

ネ
ル

調
書

路
線

番
号

路
線

名
作

成
年

月
日

工
事

完
了

年
月

日

橋
長

（
ｍ

）
幅

員
構

成
（

ｍ
）

幅
員

（
ｍ

）
内

装

図
舗

有
排

照
施

面
名

称
位

置
当

他
車

歩
路

全
幅

舗
装

装
効

ア
側

水
明

設
備

考

番
（

起
点

か
ら

の
距

離
）

該
管

区
高

施
施

年
｜

号
管

理
分

（
ｍ

）
チ

壁
設

設
次

理
道

道
肩

合
計

記
載

要
領

１
「

名
称
」

は
、

ト
ン

ネ
ル

の
名

称
を

記
入

す
る
。

な
お

、
名

称
が

な
い

場
合

は
「

無
名

ト
ン

ネ
ル
」

と
記

入
す

る
。

、

２
「

延
長
」

は
、

坑
門
（

入
口

）
か

ら
坑

門
（

出
口

）
ま

で
の

延
長
を

記
入
す

る
。

３
「

有
効

高
」

と
は

、
車

道
端

か
ら

の
鉛

直
線

が
壁

面
又

は
天

井
板

と
交

わ
る

ま
で

の
高

さ
を

い
う

。
な

お
、

片
勾

配
の

場
合
、

有
効

高
の

低
い

方
を

と
る

こ
と

。

４
「

内
装
」

は
、

内
装
な

し
の

場
合

、
素

堀
－

１
，

吹
付

－
２

，
覆

工
－

３
，

内
装

あ
り

の
場

合
，

ブ
ロ

ッ
ク

張
－

４
，

パ
ネ

ル
張

－
５

，
タ

イ
ル

張
－

６
，

そ
の

他
－

７
の

う
ち

、
該

当
す

る
区

分
の

番
号

を
記

入
す

る
。

５
「

排
水

施
設

」
は

、
素

堀
－

１
，

Ｕ
字

溝
－

２
，

Ｌ
字

溝
－

１
３
の

う
ち

、
該

当
す

る
事

項
の

番
号

を
記

入
す

る
。

６
「

照
明

施
設

」
は

、
照

明
施

設
な

し
－

１
，

照
明

施
設

あ
り

の
場

合
、

ナ
ト

リ
ウ

ム
灯

－
２

，
蛍

光
灯

－
３

，
水

銀
灯

－
４
，

そ
の
他

－
５

，
各

種
併

用
－

６
の

う
ち

、
該

当
す

る
区

分
の

番
号

を
記

入
す

る
。



（
第

５
号

－
別

表
６

）

鉄
道

等
と

の
交

差
調

書

路
線

番
号

路
線

名
作

成
年

月
日

工
事

完
了

年
月

日

幅
員

構
成

（
ｍ

）
全

鉄

図
道

面
鉄

道
等

の
名

称
踏

切
名

称
位

置
延

長
車

歩
路

幅
交

等
備

考

番
（

起
点

か
ら

の
距

離
）

（
ｍ

）
差

号
員

状

道
道

肩
況

合
計





索
引

番
号

（
第

６
号

様
式

）
箇

所
別

表
流

域
名

治
山

台
帳

施
行

年
度

事
業

名
工

種

（
施

設
名

）

小
流

域
（

支
流

）
市

施
及

び
地

区
名

位
置

県
町

字
番

行
郡

地
渓

間
安

定
面

積
ｈ

ａ
保

安
林

種
及

び

の
施

行
面

積
年

月
日

森
林

所
有

者

概
山

腹
工

事
面

積
ｈ

ａ
編

入
年

月
日

要
施

行
効

果
面

積
竣

工
額

人
家

（
戸

）
公

共
施

設
（

除
、

道
路

）
（

ｍ
） ㎡

等
保

全
対

象
の

戸

工
事

期
間

登
載

月
日

概
要

鉄
道

（
㎞

）
国

・
県

・
市

町
村

道
・

林
道

（
㎞

）

そ
の

他
（

）

【
現

場
担

当
者

】
【

検
査

員
】

【
請

負
者

】

備
考

【
そ

の
他

参
考

事
項

】

事
業

の
内

容
（

種
類

・
構

造
・

施
工

額
等

）
施

設
の

経
過

（
点

検
整

備
状

況
）

工
種

構
造

数
量

単
位

単
価

金
額

千
円

備
考

年
月

日
点

検
整

備
の

状
況

等
点

検
者

備
考



施
業

土
地

明
細

書
施

業
土

地
明

細
書

施
業

土
地

明
細

書
施

業
土

地
明

細
書

崩
壊

町
村

大
字

町
地

番
地

目
保

安
林

種
台

帳
面

積
所

有
者

住
所

氏
名

備
考

番
号

ｈ
ａ



索
引

番
号

図
書

等
治

山
台

帳

【
構

造
図

・
平

面
図

】
【

完
成

写
真

】





流
域

名

小
流

域
（

支
流

)

総
括

表
（

地
区

名
）

治
山

台
帳

治
山

台
帳

治
山

台
帳

治
山

台
帳

索
引

番
号

施
行

事
業

名
工

種
数

量
単

位
施

工
効

果
面

積
備

考
竣

工
額

ｈ
ａ

年
度

（
施

設
名

）
千
円



（
第

７
号

様
式

）

番
号

年
月

日

山
梨

県
知

事
殿

,
事

業
主

体
名

林
道

の
転

用
（

用
途

変
更

）
等

の
承

認
申

請
書

治
山

施
設

年
月

日
付

第
号

で
交

付
決

定
の

あ
っ

た
事

業
補

助
金

に
よ

り
施

工
し

た
林

道
又

は

治
山

施
設

（
林

道
の

利
用

区
域

内
の

林
地

）
を

下
記

の
と

お
り

転
用

（
用

途
変

更
）

し
た

い
の

で
書

類
を

添
え

て
申

請
し

ま
す

。

記

（
１

）
位

置
図

５
万

分
の

一

（
２

）
転

用
（

用
途

変
更

）
の

内
容

及
び

理
由

（
３

）
利

用
区

域
図

５
千

分
の

一

（
４

）
転

用
（

用
途

変
更

）
の

実
態

調
査

別
表

の
と

お
り

（
５

）
利

用
区

域
見

取
図

（
コ

ピ
ー

用
原

紙
で

Ｂ
４

版
と

す
る

）
。

（
注

）
治

山
施

設
の

場
合

は
(

)
・

(
)
と

す
る

。
1

2



別
表

転
用

転
用

転
用

転
用

（ （（（
用

途
変

更
用

途
変

更
用

途
変

更
用

途
変

更
） ）））

実
態

調
書

実
態

調
書

実
態

調
書

実
態

調
書

路
線

名
位

置
維

持
管

理
主

体

区
分

面
積

蓄
積

摘
要

開
設

施
行

年
度

年
度

以
前

年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

年
度

計

経
民

有
林

・
開

設
区

分
h
a

過
利

用
（

部
分

林
）

補
助

率

国
有

林

m
m

又
官

行
造

林
幅

員

区
域

m
m

は
計

延
長

千
円

千
円

現
林

業
効

果
生

産
育

林
事

業
費

計

円
況

指
数

指
数

指
数

補
助

金
円

h
a

h
a

h
a

利
用

区
域

の
林

地
農

地
そ

の
他

事
業

施
行

主
体

利
用

区
分

転
区

分
開

設
施

行
年

度
年

度
以

前
年

度
年

度
年

度
年

度
年

度
年

度
年

度
年

度
計

用
林

転
用

（
用

途
変

更
）

h
a

m
利

利
用

区
域

面
積

道
ｍ

用
の

の
延

長
∩ 用

区
利

用
区

域
内

の
転

転
用

・
用

途

域
用

h
a

途
内

林
地

転
用

面
積

変
更

の
別

∩

の
用

転
用

変
林

転
用

面
積

率
％

途
年

月
日

地
変

（
用

途
変

更
）

更
転

更

m
m

∪
∪

用
（

算
出

基
礎

）
林

道
残

延
長

内
の

の
容

転
用

内
転

用
（

用
途

変
更

）

千
円

年
月

日
年

月
日

容
千

円

状
（

用
途

変
更

）
の

対
象

事
業

費

利
用

区
域

内
の

同
上

円
況

円
h
a

林
地

残
面

積
補

助
金

補
助

金
の

返
還

又
は

開
設

施
行

延
長

事
業

費
補

助
金

総
額

返
還

対
象

延
長

転
用

（
用

途
変

更
）

の
補

助
金

返
還

額
摘

要

返
還

予
定

が
あ

る
場

合
の

対
象

事
業

費

補
助

金
返

還
額

千
円

円
千

円
円

m
m

算
出

基
礎



（
第

８
号

様
式

）

番
号

年
月

日

山
梨

県
知

事
殿

,
事

業
主

体
名

着
手

届

市
町

年
度

字
地

内
の

事
業

は

郡
村

年
月

日
か

ら
着

手
し

ま
し

た
。

な
お

、
こ

の
事

業
は

請
負

に
付

し
ま

し
た

の
で

別
紙

の
と

お
り

請
負

契
約

書
の

写
し

を
添

付
し

ま
す

。



（
第

９
号

様
式

）

番
号

年
月

日

山
梨

県
知

事
殿

,
事

業
主

体
名

変
更

届

市
町

年
月

日
付

け
、

第
号

で
補

助
金

交
付

決
定

の
あ

っ
た

字
地

内
の

郡
村

事
業

に
つ

い
て

、
年

月
日

変
更

契
約

し
た

の
で

、
山

梨
県

森
林

土
木

事
業

補
助

金
交

付
要

綱
第

六
条

第
二

号
の

規
定

に
よ

り
届

け
ま

す
。

（
添

付
書

類
、

工
事

請
負

契
約

書
の

写
し

及
び

変
更

設
計

図
書

）



（
第

１
０

号
様

式
）

番
号

年
月

日

山
梨

県
知

事
殿

,
事

業
主

体
名

事
業

進
捗

報
告

書

年
月

日
ま

で
の

森
林

土
木

事
業

の
進

捗
を

下
記

の
と

お
り

報
告

し
ま

す
。

記

施
行

地
契

約
内

容
今

回
出

来
高

累
計

計
画

事
業

名
市

郡
町

村
字

工
種

進
捗

率
進

捗
率

進
捗

率
備

考
契

約
金

額
契

約
期

間
請

負
者

名
出

来
高

金
額

出
来

高
金

額

（
％

）
（

％
）

（
％

）
（

円
）

（
円

）
（

円
）



（
第

１
１

号
様

式
）

番
号

年
月

日

山
梨

県
知

事
殿

,
事

業
主

体
名

検
査

委
託

申
請

書

市
町

年
度

地
内

の
事

業
は

、
年

月
日

群
村

完
成

し
た

の
で

、
理

由
に

よ
り

、
山

梨
県

森
林

土
木

事
業

補
助

金
交

付
要

綱
第

七
条

の
規

定
に

よ
り

申
請

し
ま

す
。

（
注

）
工

事
完

成
届

け
の

写
し

及
び

完
成

写
真

を
添

付
す

る
こ

と
。



（
第

１
２

号
様

式
）

番
号

年
月

日

山
梨

県
知

事
殿

,
事

業
主

体
名

実
績

報
告

書

年
月

日
付

け
第

号
で

補
助

金
交

付
の

決
定

の
あ

っ
た

事
業

に
つ

い
て

別
紙

の
と

お
り

実
施

し
た

の
で

そ
の

実
績

を
報

告
し

ま
す

。

記

（
１

）
事

業
名

事
業

（
２

）
路

線
名

（
３

）
施

行
地

市
郡

町
村

字
地

内

（
４

）
補

助
金

内
訳

￥
交

付
決

定
額

既
受
領
額

￥

未
受
領
額

￥



収
支

精
算

書

歳
入

科
目

予
算

額
（

円
）

決
算

額
（

円
）

差
引

増
減

額
（

円
）

備
考

県
補

助
金

一
般

財
源

起
債

寄
附

金

そ
の

他

計

歳
出

科
目

予
算

額
（

円
）

決
算

額
（

円
）

差
引

増
減

額
（

円
）

備
考

歳
出

合
計

（
注

）
完

成
写

真
、

工
事

完
成

届
及

び
検

査
調

書
の

写
し

を
添

付
す

る
こ

と
。



（ 第 １ ３ 号 様 式 ）

番 号

年 月 日

山 梨 県 知 事 殿

,補 助 事 業 者

概 算 払 請 求 書

年 月 日 付 け 第 号 で 交 付 決 定 の あ っ た 補 助

金 に つ い て 、 次 の と お り 概 算 払 い の 請 求 を い た し ま す 。

記

￥１ ． 概 算 払 い 請 求 額

２ ． 内 訳

補 助 金 交 付 既 概 算 交 付 差 引 額 今 回 概 算 請 備 考

決 定 額 ① 額 ② ① － ② ＝ ③ 求 額 ④

３ ． 概 算 払 い 請 求 の 理 由

４ ． 支 払 い の 方 法

( ) 現 金 指 定 金 融 機 関 名1

( ) 口 座 振 替 振 替 先 銀 行 名 預 金 種 別 （ 当 座 ・ 普 通 ）2

№口 座 名


